
コピーを提出する際は印字内容が全て確認できるようにコピーしてください

○ 母子父子世帯の証明（提出書類によって、コピー可）
○ [コピー可]源泉徴収票の場合（ひとり親または寡婦控除欄に○または＊が記載されている）

○ [コピー可]確定申告書の場合（ひとり親または寡婦控除欄に○または＊が記載されている）

重要



○ [コピー可]遺族年金受給者の場合

・ 各通知書の年金の種類が「遺族年金」であること

・ 受給者名が「家計支持者」であること

・ 申請時点にて「直近の通知書」であること

○ [コピー可]児童扶養手当、ひとり親家庭手当の場合

・ 有効期限が申請時点以内であること

・ 受給者名が「家計支持者」であること
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○ [原本のみ]戸籍謄本の場合

・ 家計支持者の戸籍に「配偶者がいない」ことがわかること

・ 申請時直近３ヶ月以内に取得したものであること

○ [原本のみ]所得課税証明書の場合

・ 申請時点で取得できる最新の年度のものであること


